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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　耳介（耳珠及び外耳道を除く）の窪みの形状に合わせて湾曲した曲板を有し、当該曲
板が前記耳介の窪みに固定される生体保持部と、
　前記生体保持部に連結され、耳珠を押圧する押圧部を少なくとも一部に有する押圧用ア
ームと、
　当該生体保持部に連結され、生体情報を計測する検知部を少なくとも一部に有する検知
用アームと、を備え、
　前記検知用アームが当該生体保持部に連結されていることで前記検知部が耳珠に保持さ
れ、前記検知部は耳珠から生体情報を計測することを特徴とする血圧測定装置。
【請求項２】
　前記耳介の窪みは、耳輪により形成されている窪み、対輪、又は耳甲介腔であることを
特徴とする請求項１に記載の血圧測定装置。
【請求項３】
　前記生体保持部は、変形可能であることを特徴とする請求項１又は２に記載の血圧測定
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体の一部に取り付けて生体情報を計測する生体情報計測装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　高齢化が進み、成人の生活習慣病への対応が社会的に大きな課題となっている。特に高
血圧に関連する疾患の場合、長期の血圧データの収集が非常に重要である点が認識されて
いる。このような観点から、血圧をはじめとした各種の生体情報の計測装置が開発されて
いる。
【０００３】
　長期間連続的に生体情報を測定する装置の例としては、常時装着可能な患者モニタ装置
が挙げられる（例えば、特許文献１参照。）。特開平９－１２２０８３は耳介道又は耳介
中の他の部位に、挿入され、常時装着する患者モニタ装置であり、脈拍、脈波、心電、体
温、動脈血酸素飽和度、及び血圧などを生体内へ出射した赤外光、あるいは可視光の散乱
光の受光量から計算できるとしている。
【０００４】
　一方、血圧の測定に関しては、血管の脈動波形による血圧測定装置は、他の方式である
カフ振動法や容積補償法などによる血圧測定装置（例えば、非特許文献１参照。）と並ん
で、有力な血圧の測定方法として認められている。なお、耳介の名称は非特許文献２、３
、４による。ここで、耳介の表側とは、耳介の外耳道のある面をいい、耳介の裏側とは耳
介の外耳道のない面をいう。
【特許文献１】特開平９－１２２０８３号公報
【非特許文献１】山越　憲一、戸川　達男　：　「生体センサと計測装置」日本エム・イ
ー学会編／ＭＥ教科書シリーズ　Ａ－１、３９頁～５２頁
【非特許文献２】Ｓｏｂｏｔｔａ　図説人体解剖学第１巻（監訳者：岡本道雄）、ｐ．１
２６、（株）医学書院、１９９６年１０月１日発行
【非特許文献３】Ｓｏｂｏｔｔａ　図説人体解剖学第１巻（監訳者：岡本道雄）、ｐ．１
２７、（株）医学書院、１９９６年１０月１日発行
【非特許文献４】からだの地図帳　（監修・解説：高橋長雄）、ｐ．２０、（株）講談社
、２００４年１月２９日発行
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　上記の従来例、特開平９－１２２０８３においては被検体へ照射した赤外光、あるい
は可視光が被検体により散乱された散乱光を受光して脈拍、脈波、心電などの生体情報の
血圧測定が述べられているが、被検体の目的の部位に取り付けておき、常時測定すること
はできなかった。
【０００６】
　そこで、本発明は、従来技術における上記の課題を解決し、被検体の目的の部位に保持
し、生体情報を常時測定可能にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、被検体、特に人体の耳介に常時装着可能な生体保持部を備え、該生体保持部
に連結されたアームを用いて脈拍、脈波、心電、血圧等の生体情報を計測する。前記生体
保持部は、痛点が少ないため常時装着しても被検者の負担が少ない耳介に取り付け可能な
構造となっている。さらに、耳介の各部位の形状を利用することにより、装着峙の負担を
軽減することを可能とする。これにより、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時
測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【０００８】
　具体的には、本発明に係る生体情報計測装置は、被検体を狭持する２枚の曲板又は平板
を有する生体保持部と、当該生体保持部に連結されたアームと、を備えることを特徴とす
る。
【０００９】
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　生体保持部が、被検体を狭持する２枚の曲板又は平板を有することにより、耳輪を含む
耳介の少なくとも一部を狭持することができる。これにより、人体の耳介に常時装着可能
になるので、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時測定可能にする生体情報計測
装置を提供することができる。
【００１０】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、被検体の窪みに固定する曲板を有する生体保
持部と、当該生体保持部に連結されたアームと、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　前記被検体の窪みは、耳輪により形成されている窪み、対輪、又は耳甲介腔を含む耳介
の有する窪みである。生体保持部が、該窪みに固定する曲板を有することにより、該曲板
の少なくとも一部を耳介の窪みにはめ込んで固定することができる。これにより、人体の
耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時測定可能
にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００１２】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、被検体の窪みに固定する棒状体を有する生体
保持部と、当該生体保持部に連結されたアームと、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　前記被検体の窪みは、対輪脚、対輪、耳甲介舟、耳甲介腔、耳甲介、耳輪により形成さ
れている窪みを含む。耳輪により形成されている窪み、対輪、又は耳甲介腔を含む耳介の
有する窪みである。生体保持部が、被検体の窪みに固定する棒状体を有することにより、
該棒状体を前記窪みにはめ込んで固定することができる。これにより、人体の耳介に常時
装着可能になるので、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時測定可能にする生体
情報計測装置を提供することができる。
【００１４】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、被検体の周囲を取り巻く環状の生体保持部と
、当該生体保持部に連結されたアームと、を備えることを特徴とする。
【００１５】
　生体保持部が、被検体の周囲を取り巻く環状であることにより、耳輪を含む耳介の少な
くとも一部を生体保持部の内側に固定することが可能になる。これにより、人体の耳介に
常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時測定可能にする
生体情報計測装置を提供することができる。
【００１６】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、被検体の周囲を取り巻く半環状の生体保持部
と、当該生体保持部に連結されたアームと、を備えることを特徴とする。
【００１７】
　生体保持部が、被検体の周囲を取り巻く半環状であることにより、耳輪を含む耳介の少
なくとも一部を生体保持部の内側に固定することが可能になる。これにより、人体の耳介
に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時測定可能にす
る生体情報計測装置を提供することができる。
【００１８】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、被検体を覆う袋状の生体保持部と、当該生体
保持部に連結されたアームと、を備えることを特徴とする。
【００１９】
　生体保持部が、被検体を覆う袋状であることにより、耳輪を含む耳介の少なくとも一部
を生体保持部の内側に固定することが可能になる。これにより、人体の耳介に常時装着可
能になるので、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時測定可能にする生体情報計
測装置を提供することができる。
【００２０】
　前記袋状の生体保持部は、筒状であってもよい。
【００２１】
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　前記生体保持部が筒状であることにより、生体保持部を、被検体を覆う袋状にすること
ができる。また、被検体に接触する面積を大きくすることができるので、生体情報計測装
置を常時装着しても被検者に与える刺激を少なくすることができる。
【００２２】
　前記袋状の生体保持部は、ドーム状であってもよい。
【００２３】
　前記生体保持部がドーム状であることにより、生体保持部を、被検体を覆う袋状にする
ことができる。また、被検体に接触する面積を大きくすることができるので、生体情報計
測装置を常時装着しても被検者に与える刺激を少なくすることができる。
【００２４】
　前記袋状の生体保持部は、箱状であってもよい。
【００２５】
　前記生体保持部が箱状であることにより、生体保持部を、被検体を覆う袋状にすること
ができる。また、送信機能等の機能を有するチップを生体保持部に実装しやすくなる。
【００２６】
　前記アームは、前記被検体の生体情報を計測する検知部を少なくとも一部に有する検知
用アームであることが好ましい。
【００２７】
　前記アームが、前記被検体の生体情報を計測する検知部を少なくとも一部に有すること
により、耳介に取り付けられた前記アームを用いて生体情報の計測が可能になる。これに
より、人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を
常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００２８】
　前記アームは、前記被検体の少なくとも一部を押圧する押圧部を少なくとも一部に有す
る押圧用アームであってもよい。
【００２９】
　前記アームが、前記被検体の少なくとも一部を押圧する押圧部を少なくとも一部に有す
ることにより、耳介に取り付けられた前記アームを用いて血圧等の押圧部を必要とする生
体情報の計測が可能になる。これにより、人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体
の目的の部位に保持し、生体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供すること
ができる。
【００３０】
　前記アームは、前記被検体の生体情報を計測する検知部及び前記被検体の少なくとも一
部を押圧する押圧部を少なくとも一部に有する両用アームであることが好ましい。
【００３１】
　前記アームが、前記被検体の生体情報を計測する検知部及び前記被検体の少なくとも一
部を押圧する押圧部を少なくとも一部に有することにより、耳介に取り付けられた前記ア
ームを用いて、血圧等の押圧部を必要とする生体情報の計測が可能になる。これにより、
人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時測
定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００３２】
　前記生体情報計測装置は、前記アームを少なくとも２本有する生体情報計測装置であっ
て、前記被検体の生体情報を計測する検知部を少なくとも一部に有する検知用アームと、
前記被検体の少なくとも一部を押圧する押圧部を少なくとも一部に有する押圧用アームと
、を含むことが好ましい。
【００３３】
　前記生体情報計測装置が前記アームを少なくとも２本有し、それらが前記検知用アーム
及び前記押圧用アームを含むことによって、耳介に取り付けられたアームで被検部を挟み
、押圧用アームを用いて被検部の血流を停止または減少させ、検知用アームによって血圧
を含む生体情報の計測が可能になる。これにより、血圧等の押圧部を必要とする生体情報
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を計測することが可能になる。
【００３４】
　前記生体情報計測装置は、前記アームを少なくとも２本有する生体情報計測装置であっ
て、前記被検体の生体情報を計測する検知部及び前記被検体の少なくとも一部を押圧する
押圧部を少なくとも一部に有する両用アームと、前記被検体の少なくとも一部を押圧する
押圧部を少なくとも一部に有する押圧用アームと、を含むことが好ましい。
【００３５】
　前記生体情報計測装置が前記アームを少なくとも２本有し、それらが前記両用アーム及
び押圧用アームを含むことによって、２本のアームで被検体を挟み、両方のアームに備わ
る押圧部により被検部を押圧するので、効率的に押圧することができる。これにより、血
圧等の押圧部を必要とする生体情報を効率よく計測することが可能になる。
【００３６】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、人体の外耳道に挿入される棒状の生体保持部
と、該生体保持部の少なくとも一部と接して備わり、前記被検体の内壁を介して生体情報
を計測する検知部と、を備えることを特徴とする。
【００３７】
　生体保持部が、外耳道に挿入される大きさの棒状であることにより、外耳道内に生体情
報計測装置を固定することができる。これにより、外耳道内に検知部を常時保持すること
ができる。したがって、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時測定可能にする生
体情報計測装置を提供することができる。
【００３８】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、人体の外耳道に挿入される棒状の生体保持部
と、該生体保持部の少なくとも一部と接して備わり、前記被検体の内壁の少なくとも一部
を押圧する押圧部と、該生体保持部又は前記押圧部の少なくとも一部と接して備わり、前
記被検体の内壁を介して生体情報を計測する検知部と、を備えることを特徴とする。
【００３９】
　外耳道に挿入される大きさの棒状の生体保持部に、生体情報計測装置が押圧部と検知部
とを備えることにより、外耳道内壁から押圧部で押圧し、血圧等の生体情報を計測するこ
とができる。したがって、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時測定可能にする
生体情報計測装置を提供することができる。
【００４０】
　前記生体情報計測装置は、前記生体保持部の終端に、前記生体保持部の外径よりも大き
い外径の球体状又は楕円体状の生体固定部をさらに有することが好ましい。
【００４１】
　前記生体保持部の終端に、前記生体保持部の外径よりも外径の大きな球体状又は楕円体
状の生体固定部をさらに有することにより、生体情報計測装置を安定して固定することが
できる。
【００４２】
　前記生体情報計測装置は、前記生体保持部に向かって押圧する押圧用アームを、前記生
体保持部の終端のいずれか一方にさらに有することが好ましい。
【００４３】
　生体情報計測装置が前記生体保持部に向かって押圧する押圧用アームをさらに有するこ
とによって、押圧部で押圧する効率を高めることができる。これにより、血圧等の生体情
報を効率よく計測することができる。
【００４４】
　前記被検体は人体の耳介であって、前記生体保持部は当該耳介の少なくとも一部に装着
されることが好ましい。
【００４５】
　前記被検体が人体の耳介であることによって、痛点が少ないため常時装着しても被検者
の負担を少なくすることができる。これにより、被検体の目的の部位に保持し、生体情報
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を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明により、人体の耳介に常時装着可能な生体保持部を備えることにより、被検体の
目的の部位に保持し、生体情報を常時測定することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　以下、本発明の実施例について、図面の参照しながら詳細に説明する。なお、本発明は
、以下に示す実施例に限定されるものではない。
(実施形態１)
　図１は、実施形態１に係る生体情報計測装置を人体の耳介である被検体１０１に装着し
た一例を示す模式図である。図１は、生体計測装置が生体情報を計測する被検部１０２を
耳珠の裏側とした例が示されている。実施形態１に係る生体情報計測装置は、被検体１０
１を狭持する２枚の平板４１及び４２を有する生体保持部１１と、生体保持部１１に連結
されたアーム１４と、を備える。検知部１３を有していてもよく、図１では、検知部１３
を有する検知用アーム１５が示されている。また図１では、平板４２にアーム１４を連結
しているが、これに限定されない。アーム１４は、平板４１に連結されていてもよい。ま
た平板４１及び平板４２は、連結部４３によって連結されている。さらに、図１では、被
検部１０２を耳珠の裏側とした例が示されているが、これに限定されるものではなく、前
切痕でもよいし、珠間切痕でもよい。
【００４８】
　生体保持部１１は、平板４１及び４２によって人体の耳介を狭持するものである。連結
部４３を含む連結機構により狭持するものを用いることができる。生体保持部１１の材質
としては、樹脂、皮革、木、ゴム、シリコン、セラミック、ガラス、金、ステンレス、銀
等の金属、が例示できる。また、液体が含まれていてもよいし、ゾル、ゲルが含まれてい
てもよい。また変形できるものであってもよい。また、平板４１、４２は、平板又は曲板
であればよく、その形状は限定しない。例えば円形、楕円形、多角形いずれでもよい。耳
介の形状に合わせた形状とすることにより、狭持した際の安定性が向上することもできる
。さらに、人体に直接触れるものなので、表面が柔軟であることが好ましい。例えば、表
面に、繊維や、皮、樹脂、ゴムを配してもよい。
【００４９】
　アーム１４は、生体保持部１１に連結されているもので、材質としては、樹脂、皮革、
木、金、ステンレス、銀等の金属、ゴム、シリコン、セラミック、ガラスが例示できる。
また変形できるものであってもよい。被検体１０１の特定の部位である被検部にアーム１
４の少なくとも一部を固定できるものであればよく、可動部が備わっていてもよい。図１
では、被検部１０２に固定されている例を示す。アーム１４は、被検部１０２に接触して
いてもよいし、接触しなくてもよい。
【００５０】
　このように、生体保持部１１とアーム１４が備わることにより、生体保持部１１により
被検体１０１の特定の部位にアームを固定することが可能になる。これにより、アーム１
４に生体情報を計測する検知部１３を固定することにより、人体の耳介に検知部１３を常
時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時測定可能にする生
体情報計測装置を提供することができる。
【００５１】
　さらに、アーム１４は、被検体１０１の生体情報を計測する検知部１３を少なくとも一
部に有する検知用アーム１５であることが好ましい。検知部１３の備わるアーム１４の位
置は限定するものではなく、所望の生体情報が計測できる位置に配置されていればよい。
アーム１４の先端に配置されていてもよいし、アーム１４の側面に配置されていてもよい
。また、アーム１４の内部に埋め込まれていてもよい。
【００５２】
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　検知部１３は、生体情報を計測するものである。検知部１３が計測する生体情報は限定
するものではなく、血圧をはじめとして、脈波、脈拍、心電等が例示できる。このように
、検知部１３がアーム１４に備わることにより、被検体１０１の特定の部位である被検部
１０２の生体情報を常時計測可能になる。これにより、被検体の目的の部位に保持し、生
体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００５３】
　検知部１３の一例として、光によって脈波を計測するものが挙げられる。検知部１３に
発光素子及び受光素子が設置され、発光素子の発光する光を被検部１０２に入射させた入
射光が血管又は血管の中の血球により散乱され、散乱光が受光素子で受光される。被検部
１０２内の血管又は血管の中の血球は、心臓の鼓動に応じて脈動しており、散乱光はこの
脈動に対応した強度の変化あるいはドップラー効果による光周波数の変化を受けて受光素
子により受光される。従って、受光素子により受光された散乱光を光電気変換することに
より、血管あるいは血管の中の血球の脈動に対応する脈波を計測することができる。この
脈波を用いて脈拍を測定してもよい。
【００５４】
　図１に示す検知部１３は、被検体１０１の少なくとも一部を押圧する押圧部であっても
よい。この場合、アーム１４は、被検体１０１の少なくとも一部である被検部１０２を押
圧する押圧部１３を少なくとも一部に有する押圧用アーム１５となる。押圧部１３は、空
気圧又はアクチュエータ等で体積を増大させるものを含む。
【００５５】
　押圧部１３によって、アーム１４に検知部が備わる場合に、アーム１４での血圧測定が
可能になる。非特許文献１によると、押圧部１３により被検部１０２を押圧し、被検部１
０２内の血管の血流を停止させた状態から、押圧部１３の空気圧を徐々に低下させ、この
空気圧の低下の過程における脈波を測定することにより血圧を測定することができる。
【００５６】
　このように、アーム１４が、被検体１０１の少なくとも一部である被検部１０２を押圧
する押圧部１３を少なくとも一部に有することにより、被検体１０１である耳介に取り付
けられたアーム１４を用いて血圧等の押圧部を必要とする生体情報の計測が可能になる。
これにより、人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保持し、生体
情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００５７】
　さらに、図１に示す検知部１３は、検知部及び被検体１０１の少なくとも一部である被
検部１０２を押圧する押圧部を共に備えていてもよい。この場合、アーム１４は、アーム
１４の少なくとも一部である検知部１３に、被検体１０１の生体情報を計測する検知部及
び被検体１０１の少なくとも一部である被検部１０２を押圧する押圧部を共に有する両用
アームとなる。このように、アーム１４が、被検体１０１の生体情報を計測する検知部及
び被検体１０１の少なくとも一部を押圧する押圧部を少なくとも一部に有することにより
、被検体１０１である耳介に取り付けられたアーム１４を用いて、血圧等の押圧部を必要
とする生体情報の計測が可能になる。これにより、人体の耳介に常時装着可能になるので
、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供
することができる。
【００５８】
(実施形態２)
　図２は、実施形態１に係る生体情報計測装置のアームが２本である場合の一例を示す模
式図である。実施形態２に係る生体情報計測装置は、アームを少なくとも２本有する生体
情報計測装置であって、被検体１０１の生体情報を計測する検知部１３をアーム１４の少
なくとも一部に有する検知用アーム１５と、被検体１０１の少なくとも一部を押圧する押
圧部１６をアーム１７の少なくとも一部に有する押圧用アーム１８と、を含む。実施形態
１との差異は、生体保持部１２に連結された検知用アーム１５と、押圧用アーム１８であ
る。図２では、アームを２本のみ示したが、３本以上でもよい。また、生体保持部１２に
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アーム１４及び１７を連結しているが、これに限定されない。アーム１４及び１７は、生
体保持部１１に連結されていてもよい。なお、図２では、耳珠を挟むように検知用アーム
１５及び押圧用アーム１８が取り付けられているが、これに限定されるものではない。耳
珠ではなく、前切痕や珠間切痕を挟むように取り付けられていてもよい。
【００５９】
　検知用アーム１５は、前述の実施形態１で説明したものと同様のものを用いることがで
きる。アーム１４、１７は、前述の実施形態１で説明したアーム１４と同様のものを用い
ることができる。押圧部１６は、前述の実施形態１で説明した押圧部１３と同様のものを
用いることができる。
【００６０】
　生体情報計測装置が、アームを少なくとも２本有し、それらが検知用アーム１５及び押
圧用アーム１８を含むことによって、被検体１０１である耳介に取り付けられたアーム１
４、１７で被検部１２を挟み、押圧用アーム１８を用いて被検部１２の血流を停止または
減少させ、検知用アーム１５によって血圧を含む生体情報の計測が可能になる。これによ
り、血圧等の押圧部を必要とする生体情報を効率よく計測することが可能になる。
【００６１】
　さらに、図２に示す検知部１３は、検知部及び被検体１０１の少なくとも一部である被
検部１０２を押圧する押圧部を共に備えていてもよい。この場合、生体情報計測装置は、
アームを少なくとも２本有する生体情報計測装置であって、被検体１０１の生体情報を計
測する検知部及び被検体１０１の少なくとも一部を押圧する押圧部を少なくとも一部であ
る検知部１３に有する両用アーム１５と、被検体１０１の少なくとも一部である被検部１
０２を押圧する押圧部１６を少なくとも一部に有する押圧用アーム１８と、を含む。これ
により、２本のアームで被検部を挟み、両方のアームに備わる押圧部により被検部を押圧
するので、血圧等の押圧部を必要とする生体情報を効率よく計測することが可能になる。
【００６２】
（実施形態３）
　図３は、実施形態３に係る生体情報計測装置を人体の耳介である被検体１０１に装着し
た一例を示す模式図である。図３は、生体計測装置が生体情報を計測する被検部１０２を
耳珠の裏側とした例が示されている。実施形態３に係る生体情報計測装置は、被検体１０
１の窪み１０３に固定する曲板を有する生体保持部２１と、生体保持部２１に連結された
アーム１４と、を備える。検知部１３を有していてもよく、図３では、検知部１３を有す
る検知用アーム１５が示されている。また図３では、生体保持部２１の端部にアーム１４
を連結しているが、これに限定されない。アーム１４は、生体保持部２１の側面に連結さ
れていてもよい。
【００６３】
　生体保持部２１は、人体の耳介である被検体１０１の窪み１０３に固定する曲板を有す
る。窪み１０３は、対輪、又は耳甲介腔を含む。材質としては、樹脂、皮革、木、金、ス
テンレス、銀等の金属、ゴム、シリコン、セラミック、ガラスが例示できる。また、液体
が含まれていてもよいし、ゾル、ゲルが含まれていてもよい。また変形できるものであっ
てもよい。また、生体保持部２１は、耳介の窪みに固定できる曲板であればよく、その形
状は限定しない。例えば、側面の一部が開口した円筒形であって、その開口部が対輪の窪
みに固定できるものであってもよい。また、耳介の形状に合わせて湾曲した曲板となって
いてもよい。さらに、人体に直接触れるものなので、表面が柔軟であることが好ましい。
例えば、表面に、繊維や、皮、樹脂、ゴムを配してもよい。
【００６４】
　アーム１４は、前述の実施形態１で説明したものと同様のものを用いることができる。
【００６５】
　このように、生体保持部２１が、人体の耳介である被検体１０１の窪み１０３に固定す
る曲板を有することにより、曲板の少なくとも一部を耳介の窪み１０３にはめ込んで固定
することができる。これにより、アーム１４に生体情報を計測する検知部１３を固定する
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ことにより、人体の耳介に検知部１３を常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に
保持し、生体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００６６】
　なお、前述の実施形態１で述べたように、アーム１４は、被検体１０１の生体情報を計
測する検知部１３を少なくとも一部に有する検知用アーム１５であることが好ましい。ま
た、検知部１３に被検体１０１の少なくとも一部である被検部を押圧する押圧部１３を備
えてもよい。また、検知部１３に被検体１０１の生体情報を計測する検知部及び被検体１
０１の少なくとも一部を押圧する押圧部を共に備えてもよい。このように、アーム１４が
、検知部又は押圧部の少なくともいずれかを有することにより、被検体１０１である耳介
に取り付けられたアーム１４を用いて、血圧等の押圧部を必要とする生体情報の計測が可
能になる。これにより、人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保
持し、生体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００６７】
(実施形態４)
　図４は、実施形態３に係る生体情報計測装置のアームが２本である場合の一例を示す模
式図である。実施形態４に係る生体情報計測装置は、アームを少なくとも２本有する生体
情報計測装置であって、被検体１０１の生体情報を計測する検知部１３をアーム１４の少
なくとも一部に有する検知用アーム１５と、被検体１０１の少なくとも一部を押圧する押
圧部１６をアーム１７の少なくとも一部に有する押圧用アーム１８と、を含む。実施形態
３との差異は、生体保持部２１に連結された検知用アーム１５と、押圧用アーム１８であ
る。検知用アーム１５、押圧用アーム１８共に、前述の実施形態２で説明したものと同様
のものを用いることができる。図４では、アームを２本のみ示したが、３本以上でもよい
。なお、図４では、耳珠を挟むように検知用アーム１５及び押圧用アーム１８が取り付け
られているが、これに限定されるものではない。耳珠ではなく、前切痕や珠間切痕を挟む
ように取り付けられていてもよい。
【００６８】
　生体情報計測装置が、アームを少なくとも２本有し、それらが検知用アーム１５及び押
圧用アーム１８を含むことによって、被検体１０１である耳介に取り付けられたアーム１
４、１７で被検部１２を挟み、押圧用アーム１８を用いて被検部１２の血流を停止または
減少させ、検知用アーム１５によって血圧を含む生体情報の計測が可能になる。これによ
り、血圧等の押圧部を必要とする生体情報を効率よく計測することが可能になる。
【００６９】
　さらに、前述の実施形態２で説明したように、検知用アーム１５は被検体１０１の生体
情報を計測する検知部及び被検体１０１の少なくとも一部を押圧する押圧部を少なくとも
一部である検知部１３に有する両用アーム１５としてもよい。これにより、２本のアーム
で被検部を挟み、両方のアームに備わる押圧部により被検部を押圧するので、血圧等の押
圧部を必要とする生体情報を効率よく計測することが可能になる。
【００７０】
(実施形態５)
　図５は、実施形態５に係る生体情報計測装置を人体の耳介である被検体１０１に装着し
た一例を示す模式図である。図５は、生体計測装置が生体情報を計測する被検部を耳珠の
裏側とした例が示されている。実施形態５に係る生体情報計測装置は、被検体１０１の窪
み１０４及び１０５に固定する棒状体を有する生体保持部２２と、生体保持部２２に連結
されたアーム１４と、を備える。検知部１３を有していてもよく、図５では、検知部１３
を有する検知用アーム１５が示されている。また図５では、生体保持部２２の中央付近に
アーム１４を連結しているが、これに限定されない。アーム１４は、生体保持部２２の棒
状の長手方向のいずれの箇所に連結されていてもよく、該長手方向に移動可能であっても
よい。
【００７１】
　生体保持部２２は、人体の耳介である被検体１０１の窪み１０４、１０５にはめ込んで



(10) JP 4418341 B2 2010.2.17

10

20

30

40

50

固定する棒状体である。窪み１０４、１０５は、対輪脚、対輪、耳甲介舟、耳甲介腔、耳
甲介、耳輪により形成されている窪みを含む。材質としては、樹脂、皮革、木、金、ステ
ンレス、銀等の金属、ゴム、シリコン、セラミック、ガラスが例示できる。また、液体が
含まれていてもよいし、ゾル、ゲルが含まれていてもよい。また変形できるものであって
もよい。また、生体保持部２２は、耳介の窪みに固定できる棒状体であればよく、その形
状は限定しない。例えば、弓状の棒状体であってもよいし、耳介の形状に合わせるための
凹凸があってもよい。図５では、耳介にある２つの窪みに固定する模式図が示されている
が、固定する窪みの数や位置は限定しない。例えば、耳甲介舟の形状に合致する棒状体で
あってもよい。人体に直接触れるものなので、表面が柔軟であることが好ましい。例えば
、表面に、繊維や、皮、樹脂、ゴムを配してもよい。アーム１４は、前述の実施形態１で
説明したものと同様のものを用いることができる。
【００７２】
　このように、生体保持部２２が、被検体１０１の窪み１０４、１０５に固定する棒状体
を有することにより、生体保持部２２を窪み１０４、１０５にはめ込んで固定することが
できる。これにより、人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保持
し、生体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００７３】
　なお、前述の実施形態１で述べたように、アーム１４は、被検体１０１の生体情報を計
測する検知部１３を少なくとも一部に有する検知用アーム１５であることが好ましい。ま
た、検知部１３に被検体１０１の少なくとも一部である被検部を押圧する押圧部１３を備
えてもよい。また、検知部１３に被検体１０１の生体情報を計測する検知部及び被検体１
０１の少なくとも一部を押圧する押圧部を共に備えてもよい。このように、アーム１４が
、検知部又は押圧部の少なくともいずれかを有することにより、被検体１０１である耳介
に取り付けられたアーム１４を用いて、血圧等の押圧部を必要とする生体情報の計測が可
能になる。これにより、人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保
持し、生体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００７４】
(実施形態６)
　図６は、実施形態５に係る生体情報計測装置のアームが２本である場合の一例を示す模
式図である。実施形態６に係る生体情報計測装置は、アームを少なくとも２本有する生体
情報計測装置であって、被検体１０１の生体情報を計測する検知部１３をアーム１４の少
なくとも一部に有する検知用アーム１５と、被検体１０１の少なくとも一部を押圧する押
圧部１６をアーム１７の少なくとも一部に有する押圧用アーム１８と、を含む。実施形態
５との差異は、生体保持部２２に連結された検知用アーム１５と、押圧用アーム１８であ
る。検知用アーム１５、押圧用アーム１８共に、前述の実施形態２で説明したものと同様
のものを用いることができる。図６では、アームを２本のみ示したが、３本以上でもよい
。なお、図６では、耳珠を挟むように検知用アーム１５及び押圧用アーム１８が取り付け
られているが、これに限定されるものではない。耳珠ではなく、前切痕や珠間切痕を挟む
ように取り付けられていてもよい。
【００７５】
　生体情報計測装置が、アームを少なくとも２本有し、それらが検知用アーム１５及び押
圧用アーム１８を含むことによって、被検体１０１である耳介に取り付けられたアーム１
４、１７で被検部１２を挟み、押圧用アーム１８を用いて被検部１２の血流を停止または
減少させ、検知用アーム１５によって血圧を含む生体情報の計測が可能になる。これによ
り、血圧等の押圧部を必要とする生体情報を効率よく計測することが可能になる。
【００７６】
　さらに、前述の実施形態２で説明したように、検知用アーム１５は被検体１０１の生体
情報を計測する検知部及び被検体１０１の少なくとも一部を押圧する押圧部を少なくとも
一部である検知部１３に有する両用アーム１５としてもよい。これにより、２本のアーム
で被検部を挟み、両方のアームに備わる押圧部により被検部を押圧するので、血圧等の押
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圧部を必要とする生体情報を効率よく計測することが可能になる。
【００７７】
（実施形態７）
　図７は、実施形態７に係る生体情報計測装置を人体の耳介である被検体１０１に装着し
た一例を示す模式図である。図７は、生体計測装置が生体情報を計測する被検部を耳珠の
裏側とした例が示されている。実施形態７に係る生体情報計測装置は、被検体１０１の周
囲を取り巻く環状の生体保持部２３と、生体保持部２３に連結されたアーム１４と、を備
える。アーム１４の一部に検知部１３を有していてもよく、図７では、検知部１３を有す
る検知用アーム１５が示されている。また図７では、環の中央に向かって伸びるアーム１
４を生体保持部２３の１箇所に連結しているが、これに限定されない。アーム１４は、生
体保持部２３の複数箇所に連結されていてもよい。例えば、アーム１４は、生体保持部２
３の２点を結ぶ鍵形であってもよい。
【００７８】
　生体保持部２３は、人体の耳介である被検体１０１の周囲を取り巻く環状体である。材
質としては、樹脂、皮革、木、金、ステンレス、銀等の金属、ゴム、シリコン、セラミッ
ク、ガラスが例示できる。また、液体が含まれていてもよいし、ゾル、ゲルが含まれてい
てもよい。また変形できるものであってもよい。生体保持部２３は、環状体であればよく
、その形状は限定しない。例えば、耳介のうち、外耳道のある面を耳介の表側とする。こ
のとき、耳介の表側に配置される部分の形状が、耳介の裏側に取り付けられる部分よりも
細くなっていてもよい。また環の表面が耳介の形状と合致する形状になっていてもよい。
また、複数の材質によって環状体を構成してもよい。例えば、耳介の裏側に取り付けられ
る部分をゴムとし、耳介の表側に取り付けられる部分を金属としてもよい。さらに、人体
に直接触れるものなので、表面が柔軟であることが好ましい。例えば、表面に、繊維や、
皮、樹脂、ゴムを配してもよい。アーム１４は、前述の実施形態１で説明したものと同様
のものを用いることができる。
【００７９】
　このように、生体保持部２３が、被検体１０１の周囲を取り巻く環状であることにより
、耳輪を含む耳介の少なくとも一部を生体保持部２３の内側に固定することが可能になる
。これにより、人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保持し、生
体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００８０】
　なお、前述の実施形態１で述べたように、アーム１４は、被検体１０１の生体情報を計
測する検知部１３を少なくとも一部に有する検知用アーム１５であることが好ましい。ま
た、検知部１３に被検体１０１の少なくとも一部である被検部を押圧する押圧部１３を備
えてもよい。また、検知部１３に被検体１０１の生体情報を計測する検知部及び被検体１
０１の少なくとも一部を押圧する押圧部を共に備えてもよい。このように、アーム１４が
、検知部又は押圧部の少なくともいずれかを有することにより、被検体１０１である耳介
に取り付けられたアーム１４を用いて、血圧等の押圧部を必要とする生体情報の計測が可
能になる。これにより、人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保
持し、生体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００８１】
(実施形態８)
　図８は、実施形態７に係る生体情報計測装置のアームが２本である場合の一例を示す模
式図である。実施形態８に係る生体情報計測装置は、アームを少なくとも２本有する生体
情報計測装置であって、被検体１０１の生体情報を計測する検知部１３をアーム１４の少
なくとも一部に有する検知用アーム１５と、被検体１０１の少なくとも一部を押圧する押
圧部１６をアーム１７の少なくとも一部に有する押圧用アーム１８と、を含む。実施形態
７との差異は、生体保持部２３に連結された検知用アーム１５と、押圧用アーム１８であ
る。検知用アーム１５、押圧用アーム１８共に、前述の実施形態２で説明したものと同様
のものを用いることができる。図８では、アームを２本のみ示したが、３本以上でもよい
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。なお、図８では、耳珠を挟むように検知用アーム１５及び押圧用アーム１８が取り付け
られているが、これに限定されるものではない。耳珠ではなく、前切痕や珠間切痕を挟む
ように取り付けられていてもよい。
【００８２】
　生体情報計測装置が、アームを少なくとも２本有し、それらが検知用アーム１５及び押
圧用アーム１８を含むことによって、被検体１０１である耳介に取り付けられたアーム１
４、１７で被検部１２を挟み、押圧用アーム１８を用いて被検部１２の血流を停止または
減少させ、検知用アーム１５によって血圧を含む生体情報の計測が可能になる。これによ
り、血圧等の押圧部を必要とする生体情報を効率よく計測することが可能になる。
【００８３】
　さらに、前述の実施形態２で説明したように、検知用アーム１５は被検体１０１の生体
情報を計測する検知部及び被検体１０１の少なくとも一部を押圧する押圧部を少なくとも
一部である検知部１３に有する両用アーム１５としてもよい。これにより、２本のアーム
で被検部を挟み、両方のアームに備わる押圧部により被検部を押圧するので、血圧等の押
圧部を必要とする生体情報を効率よく計測することが可能になる。
【００８４】
（実施形態９）
　図９は、実施形態９に係る生体情報計測装置を人体の耳介である被検体１０１に装着し
た一例を示す模式図である。図９は、生体計測装置が生体情報を計測する被検部を耳珠の
裏側とした例が示されている。実施形態９に係る生体情報計測装置は、被検体１０１の周
囲を取り巻く半環状の生体保持部２４と、生体保持部２４に連結されたアームと、を備え
る。検知部１３を有していてもよく、図９では、検知部１３を有する検知用アーム１５が
示されている。また図９では、環の中央に向かって伸びるアーム１４を生体保持部２４の
１箇所に連結しているが、これに限定されない。アーム１４は、生体保持部２４の複数箇
所に連結されていてもよい。例えば、アーム１４は、生体保持部２４の２点を結ぶ鍵形で
あってもよい。
【００８５】
　生体保持部２４は、人体の耳介である被検体１０１の周囲を取り巻く半環状体である。
材質としては、樹脂、皮革、木、金、ステンレス、銀等の金属、ゴム、シリコン、セラミ
ック、ガラスが例示できる。また、液体が含まれていてもよいし、ゾル、ゲルが含まれて
いてもよい。また変形できるものであってもよい。生体保持部２４は、半環状体であれば
よく、その形状は限定しない。例えば、耳介の裏側に配置される部分が耳介の形状と合致
する形状の面となっていてもよい。耳介の表側が、耳介の形状と合致する形状になってい
てもよい。耳介の表側が、耳介の裏側に取り付けられる部分よりも細くなっていてもよい
。また、複数の材質によって環状体を構成してもよい。例えば、耳介の裏側に取り付けら
れる部分をゴムとし、耳介の表側に取り付けられる部分を金属としてもよい。さらに、人
体に直接触れるものなので、表面が柔軟であることが好ましい。例えば、表面に、繊維や
、皮、樹脂、ゴムを配してもよい。アーム１４は、前述の実施形態１で説明したものと同
様のものを用いることができる。
【００８６】
　このように、生体保持部２４が、被検体１０１の周囲を取り巻く半環状であることによ
り、耳輪を含む耳介の少なくとも一部を生体保持部２４の内側に固定することが可能にな
る。これにより、人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保持し、
生体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００８７】
　なお、前述の実施形態１で述べたように、アーム１４は、被検体１０１の生体情報を計
測する検知部１３を少なくとも一部に有する検知用アーム１５であることが好ましい。ま
た、検知部１３に被検体１０１の少なくとも一部である被検部を押圧する押圧部１３を備
えてもよい。また、検知部１３に被検体１０１の生体情報を計測する検知部及び被検体１
０１の少なくとも一部を押圧する押圧部を共に備えてもよい。このように、アーム１４が
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、検知部又は押圧部の少なくともいずれかを有することにより、被検体１０１である耳介
に取り付けられたアーム１４を用いて、血圧等の押圧部を必要とする生体情報の計測が可
能になる。これにより、人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保
持し、生体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００８８】
(実施形態１０)
　図１０は、実施形態９に係る生体情報計測装置のアームが２本である場合の一例を示す
模式図である。実施形態１０に係る生体情報計測装置は、アームを少なくとも２本有する
生体情報計測装置であって、被検体１０１の生体情報を計測する検知部１３をアーム１４
の少なくとも一部に有する検知用アーム１５と、被検体１０１の少なくとも一部を押圧す
る押圧部１６をアーム１７の少なくとも一部に有する押圧用アーム１８と、を含む。実施
形態９との差異は、生体保持部２４に連結された検知用アーム１５と、押圧用アーム１８
である。検知用アーム１５、押圧用アーム１８共に、前述の実施形態２で説明したものと
同様のものを用いることができる。図１０では、アームを２本のみ示したが、３本以上で
もよい。なお、図１０では、耳珠を挟むように検知用アーム１５及び押圧用アーム１８が
取り付けられているが、これに限定されるものではない。耳珠ではなく、前切痕や珠間切
痕を挟むように取り付けられていてもよい。
【００８９】
　生体情報計測装置が、アームを少なくとも２本有し、それらが検知用アーム１５及び押
圧用アーム１８を含むことによって、被検体１０１である耳介に取り付けられたアーム１
４、１７で被検部１２を挟み、押圧用アーム１８を用いて被検部１２の血流を停止または
減少させ、検知用アーム１５によって血圧を含む生体情報の計測が可能になる。これによ
り、血圧等の押圧部を必要とする生体情報を効率よく計測することが可能になる。
【００９０】
　さらに、前述の実施形態２で説明したように、検知用アーム１５は被検体１０１の生体
情報を計測する検知部及び被検体１０１の少なくとも一部を押圧する押圧部を少なくとも
一部である検知部１３に有する両用アーム１５としてもよい。これにより、２本のアーム
で被検部を挟み、両方のアームに備わる押圧部により被検部を押圧するので、血圧等の押
圧部を必要とする生体情報を効率よく計測することが可能になる。
【００９１】
（実施形態１１）
　図１１は、実施形態１１に生体情報計測装置を人体の耳介である被検体１０１に装着し
た一例を示す模式図である。図１１は、生体計測装置が生体情報を計測する被検部を耳珠
の裏側とした例が示されている。実施形態１１に係る生体情報計測装置は、被検体１０１
を覆う袋状の生体保持部２５と、生体保持部２５に連結されたアーム１４、１７と、を備
える。検知部１３及び押圧部１６を有していてもよく、図１１では、検知部１３を有する
検知用アーム１５と、押圧部１６を有する押圧用アーム１８とが示されている。また図１
１では、生体保持部２５の袋状の外壁の口の部分にアーム１４及び１７を連結しているが
、これに限定されない。アーム１４、１７は、生体保持部２５の袋状の内壁に連結されて
いてもよいし、中央部分に連結されていてもよい。また、図１１では、生体保持部２５に
アームが２本連結されているが、１本でもよいし、３本に以上でもよい。なお、図１１で
は、耳珠を挟むようにアーム１４、１７が取り付けられているが、これに限定されるもの
ではない。耳珠ではなく、前切痕や珠間切痕を挟むように取り付けられていてもよい。
【００９２】
　生体保持部２５は、人体の耳介である被検体１０１を覆う袋状の形状を有する。材質と
しては、木綿、パルプ等の天然繊維、樹脂、皮革、木、ゴム、シリコン、セラミック、ガ
ラス、金、ステンレス、銀等の金属、が例示できる。また、液体が含まれていてもよいし
、ゾル、ゲルが含まれていてもよい。また変形できるものであってもよい。生体保持部２
５は、被検体１０１を覆う袋状であればよく、その形状は限定しない。例えば、筒状、ド
ーム状、又は、箱状であってもよい。図１２は、実施形態１１に係る生体保持部の他形態
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を示す模式図であり、図１２（ａ）は筒状、図１２（ｂ）はドーム状、図１２（ｃ）は箱
状の一例を示す。
【００９３】
　図１２（ａ）に示した筒状の生体保持部２６は、対輪脚及び耳甲介舟を覆うように生体
保持部２６が被検体１０１を覆っている。筒状にすることで、被検体１０１に接触する面
積を大きくすることができるので、生体情報計測装置を常時装着しても被検者に与える刺
激を少なくすることができる。生体保持部２６の筒の高さは限定しない。例えば図１２（
ａ）に示したように、耳介の一部のみを覆う高さであってもよいし、耳介の全体を覆う高
さであってもよい。さらに、筒の一部がメッシュ状になっていてもよい。メッシュ状にす
ることで、被検者が可聴できる音の減衰を防ぐことができる。
【００９４】
　図１２（ｂ）に示したドーム状の生体保持部２７は、耳輪を覆うように生体保持部２７
が被検体１０１を覆っている。ドーム状にすることで、被検体１０１に接触する面積を大
きくすることができるので、生体情報計測装置を常時装着しても被検者に与える刺激を少
なくすることができる。ドームの深さは限定するものではなく、耳介を完全に覆うもので
もよいが、耳垂や耳輪の一部等の耳介の一部のみを覆うものであってもよい。また、ドー
ムは対称な形状であってもよいが、非対称であってもよい。例えば、耳介の裏側を完全に
覆うが、耳介の表側は耳甲介が露出する程度に開口していてもよい。この開口が広いほど
聴覚に影響を与えないので、耳輪のみを残して対輪や対輪脚等が露出する程度まで開口し
ていてもよい。さらに、ドームの一部がメッシュ状になっていてもよい。メッシュ状にす
ることで、被検者が可聴できる音の減衰を防ぐことができる。
【００９５】
　図１２（ｃ）に示した箱状の生体保持部２８は、耳輪を覆うように生体保持部２８が被
検体１０１を覆っている。箱状にすることで、送信機能等の機能を有するチップを生体保
持部２８に実装しやすくなる。箱の形状は限定するものではなく、耳介を完全に覆うもの
でもよいが、耳垂や耳輪の一部等の耳介の一部のみを覆うものであってもよい。また、箱
の形状は対称であってもよいが、非対称であってもよい。例えば、耳介の裏側を完全に覆
うが、耳介の表側は耳甲介が露出する程度に開口していてもよい。この開口が広いほど聴
覚に影響を与えないので、耳輪のみを残して対輪や対輪脚等が露出する程度まで開口して
いてもよい。開口部の形状は、直線に限らず、耳介の形状に合わせて任意の曲線にしても
よい。さらに、ドームの一部がメッシュ状になっていてもよい。メッシュ状にすることで
、被検者が可聴できる音の減衰を防ぐことができる。
【００９６】
　さらに、図１１の生体保持部２５は、人体に直接触れるものなので、表面が柔軟である
ことが好ましい。例えば、表面に、繊維や、皮、樹脂、ゴムを配してもよい。
【００９７】
　アーム１４、１７は、前述の実施形態２で説明したものと同様のものを用いることがで
きる。
【００９８】
　このように、生体保持部２５が、被検体を覆う袋状であることにより、耳輪を含む耳介
の少なくとも一部を生体保持部２５の内側に固定することが可能になる。また、袋状であ
るのことにより、被検体１０１に接触する面積を大きくすることができるので、生体情報
計測装置を常時装着しても被検者に与える刺激を少なくすることができる。これにより、
人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保持し、生体情報を常時測
定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【００９９】
　なお、前述の実施形態１で述べたように、アーム１４は、被検体１０１の生体情報を計
測する検知部１３を少なくとも一部に有する検知用アーム１５であることが好ましい。ま
た、検知部１３に被検体１０１の少なくとも一部である被検部を押圧する押圧部１３を備
えてもよい。また、検知部１３に被検体１０１の生体情報を計測する検知部及び被検体１
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０１の少なくとも一部を押圧する押圧部を共に備えてもよい。このように、アーム１４が
、検知部又は押圧部の少なくともいずれかを有することにより、被検体１０１である耳介
に取り付けられたアーム１４を用いて、血圧等の押圧部を必要とする生体情報の計測が可
能になる。これにより、人体の耳介に常時装着可能になるので、被検体の目的の部位に保
持し、生体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【０１００】
　さらに、前述の実施形態２で説明したように、アーム１４とアーム１７は、検知用アー
ム１５と押圧用アーム１８であってもよい。生体情報計測装置が、アームを少なくとも２
本有し、それらが検知用アーム１５及び押圧用アーム１８を含むことによって、被検体１
０１である耳介に取り付けられたアーム１４、１７で被検部１２を挟み、押圧用アーム１
８を用いて被検部１２の血流を停止または減少させ、検知用アーム１５によって血圧を含
む生体情報の計測が可能になる。これにより、血圧等の押圧部を必要とする生体情報を効
率よく計測することが可能になる。
【０１０１】
　さらに、前述の実施形態２で説明したように、検知用アーム１５は被検体１０１の生体
情報を計測する検知部及び被検体１０１の少なくとも一部を押圧する押圧部を少なくとも
一部である検知部１３に有する両用アーム１５としてもよい。これにより、２本のアーム
で被検部を挟み、両方のアームに備わる押圧部により被検部を押圧するので、血圧等の押
圧部を必要とする生体情報を効率よく計測することが可能になる。
【０１０２】
（実施形態１２）
　図１３は、実施形態１２に係る生体情報計測装置を人体の耳介である被検体１０１に装
着した一例を示す模式図であり、（ａ）は外耳道のある側頭部の横断面、（ｂ）は顔の正
面からの概観を示す。実施形態１２に係る生体情報計測装置は、被検体１０１の外耳道に
挿入される大きさの棒状の生体保持部３１と、生体保持部３１の少なくとも一部と接して
備わり、被検体１０１の内壁を介して生体情報を計測する検知部３３と、を備える。また
図１３（ａ）では、生体保持部３１の先端側面に検知部３３が配置されているが、これに
限定されない。検知部３３は、生体保持部３１の先端に配置されていてもよいし、生体保
持部３１の内部に埋め込まれていてもよい。また、図１３（ｂ）では、耳珠１０６、耳甲
介１０７につながる外耳道１０８に生体保持部３１が取り付けられているが、これに限定
されることはなく、外耳道であればよい。また、図１３（ｂ）では、顔の正面方向の側面
に検知部３３が配置されるように生体保持部３１を外耳道１０８に挿入しているが、生体
保持部３１の挿入される方向は限定しない。後頭部の方向の側面に検知部１３が配置され
るように生体保持部３１を外耳道１０８に挿入してもよいし、頭頂部に向けて配置される
ように生体保持部３１を外耳道１０８に挿入してもよい。また、生体保持部３１は、全体
が外耳道１０８の内部に挿入されてもよいし、一部が外耳道１０８の外部に出ていてもよ
い。
【０１０３】
　生体保持部３１は、外耳道１０８内に挿入される大きさの棒状体である。材質としては
、樹脂、皮革、木、金、ステンレス、銀等の金属、ゴム、シリコン、セラミック、ガラス
が例示できる。また、液体が含まれていてもよいし、ゾル、ゲルが含まれていてもよい。
また変形できるものであってもよい。また、生体保持部３１は、外耳道１０８の内径より
も小さい外径の棒状体であればよく、その形状は限定しない。例えば、横断面が楕円形で
あってもよいし、円形であってもよいし、多角形でもよいし、Ｕ字形であってもよい。ま
た、表面に凹凸があってもよいし、内部に空孔があってもよい。凹凸や空孔があることに
よって音が伝わる空間を確保することができる。また、振動を伝えることのできるもので
あってもよい。振動を伝えることにより、生体保持部３１による被検者への聴覚の阻害を
減少することができる。また、人体に直接触れるものなので、表面が柔軟であることが好
ましい。例えば、表面に、繊維や、皮、樹脂、ゴムを配してもよい。さらに、生体保持部
３１は、外径が、３ｍｍ以上、１１ｍｍ以下であることが好ましい。外径が３ｍｍ未満で
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あると、外耳道の奥まで入り込んでしまう場合がある。外径が１１ｍｍよりも大きいと、
外耳道内に生体保持部３１を挿入できない場合がある。
【０１０４】
　図１４は、実施形態１２に係る生体情報計測装置の生体固定部を有する場合の一例を示
す模式図である。図１４に示した生体情報計測装置は、図１３に示した生体保持部３１の
終端に、生体保持部３１の外径よりも大きい外径の球体状の生体固定部３２をさらに有し
ている。生体保持部３１の終端は、外耳道１０８の内部に挿入される側の末端である。
【０１０５】
　生体固定部３２は、外耳道１０８の内壁の内径よりも小さく、生体保持部３１の外径よ
りも大きい外径の球体である。生体固定部３２は、生体保持部３１の外径よりも大きい外
径の楕円体状のものでもよい。材質は、木綿、絹、羊毛、パルプなどの天然繊維、樹脂、
皮革、ゴムが例示できる。当然ながら生体保持部３１との接続部は球体にはならないので
真球である必要はない。断面が楕円となる球体でもよい。少しの外圧で変形するものが好
ましく、変形前の形状と変形後の形状は限定しない。また、複数の空孔があってもよいし
、振動を伝えることができるものであってもよい。
【０１０６】
　図１４に示したように、外耳道１０８の外部からの入り口付近に屈曲部１０９があるこ
とが多い。この屈曲部１０９に生体固定部３２を有することで、生体情報計測装置を安定
して固定することが可能になる。
【０１０７】
　図１３及び図１４に示した検知部３３は、前述の実施形態１で説明した検知部１３と同
様のものを用いることができる。検知部３３は、さらに、被検体１０１の内壁の少なくと
も一部を押圧する押圧部と、生体保持部３１又は押圧部の少なくとも一部と接して備わり
、被検体１０１の内壁を介して生体情報を計測する検知部とを備えていてもよい。この場
合、実施形態１２に示した生体情報計測装置は、人体の外耳道１０８に挿入される棒状の
生体保持部３１と、生体保持部３１の少なくとも一部と接して備わり、被検体１０１の内
壁の少なくとも一部を押圧する押圧部と、生体保持部３１又は押圧部の少なくとも一部と
接して備わり、被検体１０１の内壁を介して生体情報を計測する検知部と、を備える。こ
のように、検知部３３に押圧部と検知部とを有することにより、外耳道１０８の内壁から
押圧部で押圧し、検知部によって血圧等の生体情報を計測することができる。
【０１０８】
　以上説明したように、生体保持部３１が、人体の外耳道１０８に挿入される棒状である
ことにより、外耳道１０８内に生体情報計測装置を固定することができる。これにより、
外耳道内に検知部を常時保持することができる。したがって、被検体の目的の部位に保持
し、生体情報を常時測定可能にする生体情報計測装置を提供することができる。
【０１０９】
（実施形態１３）
　図１５は、実施形態１２に係る生体情報計測装置の押圧用アームを有する場合の一例を
示す模式図であり、（ａ）は外耳道のある側頭部の横断面、（ｂ）は耳介の表側からの概
観を示す。実施形態１３に係る生体情報計測装置は、生体保持部３１に向かって押圧する
押圧用アーム３６を、生体保持部３１の終端のいずれか一方にさらに有している。図１５
（ａ）に示した押圧用アーム３６は、外耳道１０８に挿入されている生体保持部３１の外
側の末端に連結されたアーム３４と、生体保持部３１と接続されていない側のアーム３４
の末端の側面に配置された押圧部３５が備わっている。図１５（ａ）では、押圧用アーム
３６は、生体保持部３１の終端に連結されているが、これに限定されない。生体保持部３
１の一部に連結されていればよい。また、図１５（ｂ）では、耳珠１０６を挟むように生
体保持部３１及び押圧用アーム３６が取り付けられているが、これに限定されるものでは
ない。耳珠１０６ではなく、前切痕や珠間切痕を挟むように取り付けられていてもよい。
【０１１０】
　生体保持部３１は、前述の実施形態１２で説明したものを用いることができる。前述の
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図１４に示した生体固定部３２が備わっているものでもよい。
【０１１１】
　押圧用アーム３６は、前述の実施形態２で説明した押圧用アーム１８と同様のものを用
いることができる。アーム３４の少なくとも一部に備わり、前述の実施形態１で説明した
押圧部１６と同様の押圧部３５を用いて、被検体１０１の少なくとも一部を押圧する。図
１５（ａ）では、耳珠１０６が生体保持部３１と押圧用アーム３６とで挟まれており、検
知部３３は耳珠１０６から生体情報を計測する。押圧用アーム３６が備わることによって
、検知部３３によって計測される被検部である耳珠１０６を、外耳道１０８の内部からと
、耳珠１０６の外部の両側から押圧し、効率よく押圧することができる。これにより、被
検部１０６の血流を、効率的に停止又は減少させ、血圧等の生体情報を計測することがで
きる。このように、実施形態１２に示した生体情報計測装置が生体保持部３１に向かって
押圧する押圧用アーム３６をさらに有することによって、血圧等の生体情報を効率よく計
測することが可能になる。
【産業上の利用可能性】
【０１１２】
　本発明の生体情報計測装置は検知部の種類により脈拍、血圧、血流などを継続的に測定
する生体情報計測装置として応用できるので、医療目的ばかりでなく健康管理又は美容目
的としての用途にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】実施形態１に係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式図で
ある。
【図２】実施形態２に係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式図で
ある。
【図３】実施形態３に係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式図で
ある。
【図４】実施形態４に係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式図で
ある。
【図５】実施形態５に係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式図で
ある。
【図６】実施形態６に係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式図で
ある。
【図７】実施形態７に係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式図で
ある。
【図８】実施形態８に係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式図で
ある。
【図９】実施形態９に係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式図で
ある。
【図１０】実施形態１０に係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式
図である。
【図１１】実施形態１１に係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式
図である。
【図１２】実施形態１１に係る生体保持部の他形態を示す模式図であり、（ａ）は筒状、
（ｂ）はドーム状、（ｃ）は箱状の一例を示す。
【図１３】実施形態１２係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式図
であり、（ａ）は外耳道のある側頭部の横断面、（ｂ）は耳介の表側からの概観を示す。
【図１４】実施形態１２に係る生体情報計測装置の他形態を示す模式図である。
【図１５】実施形態１３係る生体情報計測装置を人体の耳介に装着した一例を示す模式図
であり、（ａ）は外耳道のある側頭部の横断面、（ｂ）は耳介の表側からの概観を示す。
【符号の説明】
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【０１１４】
　１１、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、３１　生体保持部
　１３、３３　検知部
　１４、１７　アーム
　１５　検知用アーム
　１６、３５　押圧部
　１８、３４　押圧用アーム
　３２　生体固定部
　４１、４２　平板
　４３　連結部
　１０１　被検体
　１０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９　被検体の一部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种生物信息测量装置，通过将生物信息保持在受试者的目标位置，可以始终测量生物信息。 ŽSOLUTION：
该装置具有活体保持部分，能够始终安装在受试者身上，特别是在人体耳廓上，并使用以下方法测量脉搏，脉搏波，心电和血压等
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生物信息。手臂连接到活体保持部分。由于疼痛点很少，所以生物体保持部具有能够固定到耳廓的结构，即使一直戴着它也会对受
试者施加一点负担。此外，通过利用一年中耳廓的各个部位的形状，可
以额外地减轻佩戴时的负担。因此，可以获得能够保持在受试者的目标
部位并且总是测量生物信息的生物信息测量装置。 Ž


